
　松本市中心部の

深志地区が該当

エリアとなりま

す深志部会。深志

と言えばやはり天

神さま（菅原道真公）

の天満宮で有名な深志神

社ですが、実はお諏訪様である宮村宮も祭られ、

ご本殿は二殿となっています。その歴史は古く

1339年（南北朝時代）、井川城（信濃国府中）に

居館した小笠原貞宗公により守り神として、お

諏訪様である宮村宮が建てられました。また江

戸時代に入り（1614年）天満宮が祀られ、1841

年に現在の「深志神社」と言われるようになっ

たそうです。　　　　　　（北原修編集委員）
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　８月24日、松本東急REIホテルにて常任理事会ならびに役員大会が開催
され、会員増強および法人会福利厚生制度の推進について審議されました。
　また、役員大会終了後には７月に新たにご着任された佐塚松本税務署長
による税務講話を拝聴しました。
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表２：県内の各法人会の会員加入状況（６月30日現在）

２９年６月３０日２８年６月３０日
法 人 会 名

加入率（％）会員数（社）法人数（社）加入率（％）会員数（社）法人数（社）

�����������������	�����������	������������������������������	�（一社）松　本

��������	��������	
�������������������������������������������（一社）長　野

��������	������������������������������	����������������������（一社）佐　久

��������	����������	����������������������������	�����������	�（一社）上　田

����������������������������	
��������������������������������（一社）諏　訪

��������	�������������������	
��������������������	�����������（一社）伊　那

��������������������������������������������������������������（一社）飯　田

��������	�������������������������	������������������（一社）木　曽

���������������������������������������������������������（一社）大　北

�����������������	
����������������������������������������	
�（一社）信濃中野

��������	����������	���������������������	��������	�������������	�合 計
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　活 動 期 間：８月24日(役員大会開催日)～12月末日
　目標会員数：4,409社

表１：平成29年度の目標と、達成のための所要見積

　私ども法人会を取り巻く環境は依然厳しく、全

国的な会員減少、
組織率の低下に悩
まされる単位会も数多く、当会におきましても大
きな課題となっております。
　そこで本年度も法人会活動の活性化を目指し、
８月24日(役員大会開催日)より12月末日を会員増
強運動期間として会員数4,409社達成を目標に運
動を展開します。
　本年度も昨年に引き続き、会員の皆様にお取引
先やお知り合いをご紹介いただく“法人会やまび
こ運動”を活動のポイントとして、力強く会員増
強運動に取り組んでまいりますので、どうぞご協
力をお願い申し上げます。

所　要　数29年12月31日29年８月
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表３：会員加入状況と平成29年度（会員増強運動開始以降）加入目標及びやまびこ運動目標

やまび
こ運動
目　標

29年度
目標

（８月以降）

平成29年８月24日現在

部 会 名
やまび
こ運動
目　標

29年度
目標

（８月以降）

平成29年８月24日現在

部 会 名
加入率加入数法人数加入率加入数法人数

����������������塩 尻�����������上 土

�������������豊 科������������今町六九

��������������穂 高������������伊 勢 町

�������������川 手�����������中 央

�������������波 田�����������深 志

�������������三 郷�����������本 庄

����������筑 北�����������白 板

����������安 曇�����������城 西

�����������梓 川�����������城 東

�����������堀 金�������������東 部

����������朝 日�������������北 部

�����������山 形�������������南 松 本

������������奈 川�������������西 北

�����������上高地白骨�������������芳 川

���������農 協�����������本 郷

��������������寿

�������������西 部

��������������南 部

�������������南 西

�������������南 東 ��������������������計
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　常任理事会、役員大会に引き続き、７月に新た
に松本税務署長に就任された佐塚重人氏に講師を

お務めいただき税務講話を拝聴しました。
　今回のテーマは「税務を取り巻く現状
と課題」というもので、現在の国税庁組
織についてのお話や、調査の実態、国際
課税取引の増加に伴う課題等、普段あま

り聞くことの出来ないお話を分かり易くしてくだ
さいました。

　��������

　　　松本税務署長

　　　　講　師：佐塚　重人 氏
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中古資産の耐用年数

〔会社の税務 よろず相談室○114 〕法人税その42

�：中古資産を取得した場合の耐用年数を教えてくだ
さい。

�：１．中古資産を購入して事業の用に供した場合、そ
の資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事
業の用に供した時以後の使用可能期間として見積も
られる年数によることができます。
　　ただし、その中古資産を事業の用に供するために
支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得
価額（注１）の50％に相当する金額を超える場合に
は、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐
用年数を適用することになります。

（注１）再取得価額とは、その中古資産と同じ新品
の資産を取得する場合の金額のこと。新品価額の
50％を超える改良費をかけるということは、その中
古資産は新品に近い状況であると考えられるため、
新品と同様の法定耐用年数が適用される。

　　例えば、新品価格1,000,000円の機械を中古価格
300,000円で購入し、自社用に600,000円かけて改良し
た場合は、新品時の耐用年数を適用することとなり
ます。

２．また、使用可能期間の見積もりが困難であるとき
（注２）は、次の簡便法により算定した年数による
ことができます。
　　ただし、その中古資産を事業の用に供するために
支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価
額の50％に相当する金額を超える場合には、簡便法
により使用可能期間を算出することはできません。

（注２）見積もりが困難な場合とは、その見積もり
のために必要な書類が無いために、特別な調査が必
要な場合や、それを見積もることによって多額の費
用が発生する場合のことをいいます。

【簡便法による耐用年数の計算】
①法定耐用年数の全部を経過した資産
　その法定耐用年数の20％に相当する年数
　……　その資産の法定耐用年数 × 20％

②法定耐用年数の一部を経過した資産
　その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年
数に経過年数の20％に相当する年数を加えた年数
……　（ 法定耐用年数－経過年数 ）＋経過年数×20％

　なお、これらの計算により算出した年数に１年未満
の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数
が２年に満たない場合には２年とします。

（注）中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を
事業の用に供した事業年度においてすることができる
ものですから、その事業年度において耐用年数の算定
をしなかったときは、その後の事業年度において耐用
年数の算定をすることはできません。

【計算例①】
　法定耐用年数が30年で、経過年数が35年の中古資産
の簡便法による見積耐用年数
　　30年 × 20％ ＝６年
【計算例②】
　法定耐用年数が30年で、経過年数が16年の中古資産
の簡便法による見積耐用年数
　 （30年－16年）＋16年×20％ ＝ 17.2年 → 17年
【参考】　
　耐令3、耐通1－5－1～4

（税制委員会：小林秀子、甕秀行、大池明
　グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）

法
人
会　

無
料
会
員
相
談
室
実
施
中　

く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で



平成29年９月１日発行 第　512　号ま つ も と ほ う じ ん

－　5　－

　東芝、オリンパス、カネボウ、山一證券。

　皆さんもお分かりの通り、粉飾決算を行った会社の

一例です。私の職業は公認会計士ですがどんな仕事を

しているか皆さんご存知ですか。教科書的に言えば監

査及び会計の専門家である公認会計士は、独立の立場

で財務諸表の信頼性を確保することにあるというので

すがわかりやすく言えば、企業が作成する決算書がだい

たい合っているということを第三者の立場で報告する

職業です。よく会計士というと皆さん細かそうとか想

像すると思いますが意外に会計士はおおらかなのです。

　ところで、今この原稿を書いている８月11日の日本

経済新聞では、東芝の2017年３月期の決算が報じられ

ています。その最終損益は、9，656億円の赤字と記載さ

れています。さすがの東芝でもこの赤字はかなりのも

のですが、さらに東芝の経営陣は、上場維持のために

虎の子の半導体メモリー事業を売却して債務超過を解

消すると言っています。同日の日経新聞では、東芝の

2018年３月期の営業利益の予想も発表されていますが、

4,300億円の黒字！このうち半導体メモリー事業の黒

字は、86％と予想しているのですからこの半導体メモ

リー事業を売却した後の東芝の企業としての優劣は推

して知るべしです。個人的には、一旦上場廃止し、経

営者、株主、債権者がそれぞれ責任を取り、半導体メ

モリー事業を維持しながら体制を整えて再上場という

のが国全体にとって正しい道だと思います。なかなか

の赤字額もほぼ２年で取り返せるのですから普通に考

えれば虎の子の半導体メモリー事業を売るのは非合理

であるということになります。しかしこには上場企業

ならではの悲哀が含まれています。中小企業の経営者

は、つぶれない限り社長を続けることができるかもし

れませんが、株主が星の数ほどいて取引銀行も多々あ

る上場企業の社長は、常に首が飛ぶ恐怖と戦っていま

す。上場企業の社長は、単年度での黒字を計画通り出

すかまたは仮に単年度赤字であったとしても翌期の黒

字を株主・銀行にお伝えしてそれを達成することでし

かその首を維持できないということになります。それ

が故に、虎の子を売ってでも来期の黒字をまさに捻出

するとともに一旦債務を返済する必要があるのです。

しかしあの東芝がなぜこのような会社になってしまっ

たのでしょうか。原発事業がだめになった、PC事業が

意外に儲かっていなかったなどいろいろと原因は挙げ

られていますが、私が考える究極的な原因は、粉飾し

たからです。もし東芝が粉飾をした初期の段階で、そ

れを正し、例えば経営者の交代などを行っていればこ

こまでの大事には絶対に至っていません。翻って我々

中小企業においてはどうでしょうか。我々も大企業と

変わらず（家屋敷を担保に商売をしているという点で

は、それ以上に）業績へのプレッシャーを受けながら

経営しています。このような場合において業績が急降

下もしくは赤字が生じれば、運転資金の融資にも問題

が生じるかもしれません。この時にちょっと数字をい

じってお化粧しても来年は儲かるはずだから大丈夫な

どと思うとこれが破滅への一歩を踏み始めたことにな

ります。私も職業上いくつかの粉飾に遭遇しています

が、総じて粉飾の第一歩は、上記のようなちょっとし

たものです。

　中小企業金融円滑化法が終わって４年以上経過して

いますが、現在も金融庁からは、貸付条件の変更等や

円滑な資金供給に努めることとされ、金融機関は、中

小企業を支援する体制を求められています。具体的に

は、リスケ等の金融支援にあたりますが、これは、金

融庁が発表する貸付条件変更等の申込件数等の推移

（注２）を見ても中小企業金融円滑化法前後でも条件

変更等の割合がほとんど変化しないことからもわかり

ます。要は、金融機関も柔軟にリスケ等に対応してく

れるこのような状況下においては、現在のありのまま

の姿を見せることは怖くない（注１）のです。

　是非皆さんも決算に際しては、よければ謙虚に悪け

れば経営対策をするためにもありのままの決算をお勧

めします。

注１）引用元：Let it go～ありのままで～

　　　作詞：Tweet

　　　作詞：Kristen Anderson-Lopez/Robert Lopez

       　作詞：日本語詞：高橋知伽江

注２）引用元：金融庁ホームページより

水城由貴公認会計士事務所
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　「雨落ちは、岩をも砕

く」こちらは今年創業70

周年を迎えた平林建設㈱

さんの企業理念です。昭

和22年の創業以来、まさにその理念の通り、実直に

社会に必要とされる様々な土木・建築事業を手掛け、

地域の社会基盤整備、住民が安心安全に暮らせる環

境づくりに力を注いできました。

　今回お話を伺ったのは専務取締役として経営全般

に力を発揮されている平林恭治さんです。「入社し

てあっという間に30年。」と笑顔で語る平林専務。現

在、社内や現場の管理、営業から対外業務まで様々

な業務をこなされている中で、特に気を使っている

のは「従業員の皆さんのモチベーションを上げるこ

と」だそうです。

　こうした自社の仕事はもちろん、業界団体や地域

の役職も歴任され、大変

忙しい毎日を過ごされて

いる平林専務にリフレッ

シュ方法をお聞きすると、

「昔から体を動かすこと

が好きでバスケットボー

ルやゴルフをしてきまし

たが、今はテニスに取り

組んでいます。」とのお答

え。時間を見付けてトレ

ーニングを重ね、大会に

も出場しているそうです。

（中山英也編集委員）

『雨落ちは、岩をも砕く』

　　　　平林建設㈱

　　　　 東筑摩郡生坂村

 　　　　　　　専務取締役　�������

　「毎日和服を着てお店に

向かうのが習慣」と素敵な笑顔で答えて頂いた

オーナーの田中ママ。実は生まれは上田市。休

みの日の趣味は「ゴルフ」と可愛く笑い、その

髪には「かんざし」がありました。

　松本駅前で働いていたが、いつかは自分のお

店を持ちたいと思い、また多くのお客様からも

勧められ、2013年に現在の松本市深志にお店を

開きました。「かんざし」という和風の名前にち

なみ、必ず和服でお客様をお迎えし、また出来

るだけ和風なお店づくりを目指しているとのこ

と。また常連さんの多いお店で「ゆっくりくつ

ろげて、そして元気を与えることが私のいきが

い」と仕事への思いを語って頂きました。

「お話することが多く静かな落ち着いた雰囲

気」がお店の特長です。和服が似合う和風美人

ママが普段の疲れを笑顔で癒すお店「かんざし」、

天神深志神社から徒歩１分ほどのところにあり

ます。　　　　　　　　　　（北原修編集委員）

��������
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かんざし
松本市深志

オーナー��������
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　深志神社のお祭りは、地元の子ども達と深くつ
ながりを持っています。子どもが生まれると、ま
ずは深志神社にて「お宮参り」となり、その後は
子どもの成長に合わせ「七五三」となります。両
親・祖父母と共に家族の参拝が多く見受けられま
す。
　７月14日・15日の八坂祭り
では、浴衣を着た子ども達が
五色の幟（のぼり)をもって神
社に向かいます。幟を奉納し、
子ども達の健やかなご成長、
家族の長寿者の健康を願いま
す。そして小学生ほどになる
と、今度は７月24日・25日の
天神祭りでの祭囃子の演奏や
町内舞台の曳き出しなどがあ
ります。特に祭囃子の演奏に
向けて、各町会で一週間ほど
練習するのが、地元の子ども達の習わしとなって
います。また町内舞台は1615年大阪夏の陣の頃か
ら始まったとされ、現在では16の舞台が夏のお祭
りに市内を巡ります。八坂祭りも天神祭りも、ど
ちらも夜店が出る華やかな夏のお祭りで、子ども
達の笑いや歓声が至る所で聞こえます。

　正月となると、市内の受験生が合格祈願でお参
りに参ります。勉強の神様：菅原道真公への祈願
です。家族揃って真剣にお祈りする様子が伺えま
す。その菅原道真公の御神像が昨年11月に天満宮
鎮座400年記念として建
てられました。11歳の時
の像で全国でも珍しいも
のだそうです。本殿や神
楽殿は朱色の鮮やかな建
物でとても美しく、また
境内には絵馬殿や歌碑、
記念碑などが建立されて
いますので、散歩コース
としても、とても楽しく
散策できます。ぜひ一度
お訪ね頂ければと思いま
す。（北原修編集委員）

深志部会
該当エリア�������	�
会員数����
部会長�������	
����
部会長より�������	
��������

�������	
����������

�������	
�����������

�������������������

��������	
���������������

八坂祭りでは古く
から願いを込めて
五色の幟が奉納さ
れてきました

菅原道真公11歳のお
姿を現した金色の像
が境内にございます

保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健ののののののののののののののののののののの保健の窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓
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　「胃がん・大腸がん・食道がん・すい臓がん・
肝臓がん、胆道がん、肺がん、乳がん、卵巣が
ん、前立腺がん、膀胱がん、骨軟部腫瘍、神経
膠腫」といった13種類のがんについて、血液１
滴で早期発見できる新しい検査法を開発したと
国立がん研究センターなどが発表しました。
　この検査法では、細胞から血液中に分泌され、
遺伝子の働きを調節する微小生物「マイクロ

RNA」が利用されるそうです。RNAとはデオキ
シリボ核酸のことで、正常な細胞とがん細胞で
は分泌されるマイクロRNAが異なっており、そ
れぞれのがん特有のマイクロRNAが特定され、
血液中のマイクロRNAを測定することで、かな
り早期のがん発見につながるとのことです。
　現在も腫瘍マーカーやアミノインデックス検
査など様々な方式ががん検診にて利用されてい
ます。マイクロRNA検査が広く普及するには
まだ少し時間が掛かるようですが、前記の検査
法と共に私たちの健康管理に役立つ日が来るこ
とでしょう。
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　巨大な地震に繰り返し襲われている日本では、
被害を軽減するための備えが必要です。ところが
最近の防衛大などの調査により、首都直下地震の
発生時に大量の帰宅困難者が出ると予想される東
京都心の丸の内・大手町地区では、食料や水など
の備蓄量が６割不足していることが分かりました。
また、買い物などで訪れた人がトイレを利用する
際の待ち時間は最大で14時間を超える見込みで、
対策の遅れが明らかになっています。
■帰宅困難者32万人

　東京都千代田区は、夜間に対する昼間の人口比
率が日本で最も高い地域です。中でも日本屈指の
ビジネス街であるＪＲ東京駅前に位置する丸の
内・大手町地区は、約１平方キロの狭い場所に人口
が密集する特殊地域で帰宅困難者のリスクが大き
いことから、研究チームは調査対象に選びました。
　昼間の人口18万人の大半は通勤者で、さらに商
用や買い物、観光などで１日に14万人の訪問者が
滞在すると試算。首都直下地震が起きると、合計
で32万人の帰宅困難者があふれかえることになり
ます。
　この全ての帰宅困難者に対して、千代田区が実
施したアンケートに基づいて算出した企業の備蓄
と行政の備蓄を均等に配分するとどうなるでしょ
う。国が確保するよう求めている備蓄量は３日分
ですが、これに対する不足率は食料が63.6％、水が
61.2％。いずれも約１日分しかありませんでした。
　足りないのは食料や水だけではありません。ト
イレ事情も深刻です。企業に勤務している人は影
響が少ないのですが、地震発生時に居合わせた訪
問者は劣悪な環境を強いられることになりそうで
す。
　携帯トイレも企業や行政が備蓄していますが、
62.7％が不足する見通しです。その上、訪問者は
トイレの利用時に地区内の高層ビルなどに殺到す
ることになります。地区内にある商業ビル全55棟
で１階のトイレを開放した場合、１棟当たりの利
用者は男性1700人、女性900人に達し、最大待ち時
間は男性14時間21分、女性５時間12分に上るそう

です。
■補助制度の整備が急務

　千代田区は以前、首都直下地震が発生した際の
防災計画を、一斉帰宅を前提に策定していました。
けれど、平成23年の東日本大震災で路上に人があ
ふれ緊急作業の妨げになったため、３日間は職場
などにとどまる方針に転換。「帰宅困難者対策に
力を入れている」（災害対策・危機管理課）といい
ます。
　ただし、食料や水、携帯トイレの備蓄は、居住
者がわずかで通勤者が大半であることから、企業
が対応すべきものだという認識です。それでは、
流動人口である訪問者への対応は誰がするべきな
のでしょうか。
　実は、訪問者向けの備蓄は企業と行政の役割分
担がはっきりしていません。今回の調査を行った
防衛大の矢代晴実教授（都市防災学）は「地価が
高いため備蓄場所の確保が難しい地域だが、企業
は従業員だけでなく訪問者も視野に入れて共助の
精神で計画を立てていただきたい」と話していま
す。
　地震国である日本では、関東地方を中心とした
首都直下地震だけでなく、全国各地で巨大地震の
発生が懸念されており、それに向けた備蓄は全国
の自治体にとって大きな課題です。ただ、行政が
どこまでやるべきか線引きが難しく、公助にも限
界があるため、備蓄を行う企業への費用補助制度
などの整備が急務となっています。

【筆者紹介】
　伊藤壽一郎（いとう・じゅいちろう）　東京都
生まれ。学習院大学卒業後、産経新聞社に入社し、
文化部、経済部、社会部などを経て2002年から科
学部。現在は文部科学省の科学技術部門を担当し、
原子力から地震、宇宙、物理、化学、生物、ＩＴ
まで、幅広い分野を取材対象としている。著書に
「生きもの異変　温暖化の足音」（共著、扶桑社刊）、
「新ライバル物語　闘いが生む現代の伝説」（共著、
柏書房）などがある。
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産経新聞科学部記者　伊藤　壽一郎　
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献血活動ご協力のお礼

　会員企業の皆様にもご協力をお願いいたしまし
た本年度の献血活動を８月８日（火）に「イオン
南松本店」にて開催しました。（松本献血ルーム会
場でも同時開催）
　松本法人会の地域社会貢献事業として、平成３
年度から毎年実施している活動ですが、今年も青
年部が中心となり、自身の献血と共に、会場を訪
れる一般の方々へ協力をお願いいたしました。
　また、当日は青年部と親交のある、プロバスケ
ットボールチーム信州ブレイブウォリアーズから、
地元松本市出身（松商学園高校卒業）の武井弘明
選手も応援に駆け付け、訪れたお客様に献血のお
願いをしていただきました。

　今年も大変お暑さの厳しい中での開催となりま
したが、大勢の皆様からご協力を賜りましたこと、
改めてお礼申し上げます。

■　平成29年度献血活動結果（「イオン南松本店」

「松本献血ルーム」合計）

�������

���������
詳しくは先月号チラシをご覧下さい

　８月９日（水）、女性部８月例会を開催いたしま
した。今回の例会には松本市深志にございますシ
ャンゼリゼ美容室からエステティシャンの坂下由
美さんと、松本市松原の総合美容マルヤマから丸
山恵さんにお越しいただき、「歳をかさねるほど
に美しく」というテーマでお話をしていただきま
した。
　お二人がお話されていたのは外面と内面、両方
の美しさの重要性です。メイクや装いも大切です
が、それと同じぐらいに言葉使いや所作といった
内側から感じられる美しさが重要であると様々な
心構えを分かり易く伝えると共に、もちろんプロ
のメイク術やマッサージテクニックについても解
説してくださいました。
　大変参考になる研修会の後には、楽しい昼食会
も行われ、
和やかな例
会となりま
した。大勢
のご参加あ
りがとうご
ざいました。一　般法人会関係者受付数（献血可能者数）開催日

28名35名63名（45名）８月８日（火）

来店客に協力を依頼する廣田青年部長（右）と武井選手

講師の丸山さん（右）と坂下さん
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福利厚生のページ
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決算説明会（法人税・消費税の説明会/８月決算法人対象）
９月28日�　午後２時より　大同生命松本ビル1階会議室

９月の予定
４日税制委グループ会議、松本Ａブロック税務研
修会　５日女性部幹事会　６日夏期特別研修会　
７日塩尻部会税務研修会　９日９月役員会　11
日筑北部会税務研修会　12日松本Ｂブロック税
務研修会、青年部第一・第五委員会、幹事会　13
日波田・安曇・奈川部会税務研修会　14日松本Ｃ
ブロック税務研修会、総務委員会　19日堀金・三
郷・梓川部会税務研修会　20日松本Ｄブロック税
務研修会　21日朝日・山形部会税務研修会　22日
川手部会税務研修会、県連女性部合同例会　26日
松本Ｅブロック税務研修会　27日穂高・豊科部会
税務研修会　28日決算説明会

　今月号２ページ＆３ページに掲載の通り、今年も会
員増強運動のポイントとして“法人会やまびこ運動”に
取り組んでまいります。ご承知の通りこの運動は、会員
企業の皆様のお取引先やお知り合いの事業所をご紹介
いただき、法人会への入会をお勧めしていく取り組み
です。
　先月号の広報誌に、「やまびこ運動ご協力のお願い」
のチラシとともに、「当会加入のメリット」をまとめた
チラシを同封しておりますので、当会のご案内をして

いただく際にご利用いただければと存じます。皆様の
ご理解・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

「法人会やまびこ運動」って何？
　当会会員企業の皆様にお知合いやお取引先の事業所
（法人・個人※支店・営業所等も）をご紹介いただき、当
会へのご入会のきっかけとさせていただく運動です。
※詳しくは事務局までお問い合わせ願います（�
0263-35-8080）
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　７月２日～
３日に本年度
の役員合同研
修旅行を実施
しました（目
的地：栃木県
日光方面）。
　今回の研修
旅行では訪問地栃木県の食品関連施設やかつて水運業
で栄えた古都の街並み、特産大谷石の採石業跡地、日
光東照宮等、話題の観光地の空気や歴史的遺産の厳か
な雰囲気を感じてまいりました。
　大変厳しい暑さの中での研修旅行となりましたが、
参加者同士の親睦も深まり、有意義な旅行とすること
が出来ました。ご参加ありがとうございました。
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　７月15日(土)、波田部会では今年もボランティア
活動に取り組みました。
　波田部会では毎年様々なボランティア活動を実施
しておりますが、今年は梓川堤防道路沿いのゴミ拾
いを行い、約20名にご参加いただき、地域社会への
貢献活動を行うと共に参加者相互の親睦を深めまし
た。
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ボランティア活動を実ボランティア活動を実施施
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◯注 “まつもとほうじん”の誌
代は、会員については年会費
の中に含まれております。　
個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修
会・諸会議の開催通知、機関紙等の送付並びに福
利厚生制度のご案内など、本会の事業活動のため
に利用し、それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正
等のお問い合わせは下記窓口までお願いいたし
ます。

一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係
　

発　行　所
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080
FAX（0263）36‐0839
編集人　 百瀬衛貴男
（毎月1回１日発行）
（定価 １部50円）

印刷所　信州印刷株式会社
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日頃のご愛顧に感謝！
「生坂村商工感謝祭」

　生坂村商工会では11
月４日土曜日、村商工
会館駐車場で商工感謝
祭を開催いたします。
日頃のご愛顧に感謝し
て地元商店、商工会に
よる飲食ブースやイベ
ントを予定しておりま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。
詳細・お問い合わせ　生坂村商工会　0263・69・3047

（中山英也編集委員）
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